
回 覧
男女共生情報紙第16号

ぬまづしだんじょきょうどうさん―力|くすいしんじ|ょ||チれい

《樹要1服》

市では、社会のあらゆる分野において、男女が対等に参画し、共に責任を

分かち合い支え合う、活力ある住みよい地域社会を目指し、男女共同参画推

進条lalを待」定しました。

今回のハーモ二十は、条lplの内容を分かりやすく市民の皆さんにお伝えす

るため、概要版としてお届けいたします。

この条lplは、市、市民、事業者及び市民団体が、協働 して積極的に男女共

同参画に取り組む基本的な方向を示しています。この条lplのもと、男女共同

参画社会の実現に向け、市全体が一
体となって取り組みましょう。

男女共同参画を推進する上で基本となる考え方です。
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男女共同参画社会を実現するには、それぞれが役害」を果たし、協働して取り組むことが大切です。

社会のあらゆる分野において行われる教育に携わる人は、

その教育の過程において、第 3条の基本理念に配慮するよう

努めましょう。
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誕     《第4条》

市
0男 女共同参画推進施策を策定

し、実施します。
蟻 の男女共同参画推進施策の実施

に当たつては、市民、事業者及
び市民団体と協働して行います。

0市 民、事業者及び市民団体が

男女共同参画推進のために行
う活動を支援します。

0男女共同参画推進のため、財
政上の措置及び必要な体待」を
整備します。

《第6条》

事業者のみなさん

0男 女が対等に参画できる機会
の確保及び職場環境の整備

や、就労者の職業生活と家庭

生活との両立を支援するよう

努めましょう。

市民団体と協働して行うよう

努めましょう。

て、男女共同参画の推進に自

ら努めましょう。

ゼ男女共同参画推進施策の実施
に当たっては、市、事業者及
び市民団体と協働して行うよ

う努めましょう。
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十f市 民団体のみなさん

運営または活動に男女が共に参

画する機会を確保するととも

に、男女共同参画推進施策の実

施に当たつては、市、市民及び

事業者と協働して行うよう努め

ましょう。
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「男の子だから、女の子だから」ではなく、その子の個1生と能力を大切に・



家庭、職場、学校、地域その他のあらゆる場において禁止するものです。

性別による差別的取扱い

セクシュアル・ハラスメント

男女間における暴力的行為

情報提供及び広報活動

《第12条》

男女共同参画について、市民、

事業者及び市民団体の理解を深め

るた―め、情報提供や広報活動を行
い|まする
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ポスターやチラシなどを作成するときは、

14別による差則的取扱いや、セクシュアル ・

ハラスメント、男女間の暴力的行為を助長し、

連想させるような表現は避け、伝えたい内容

に合った表現をするよう心がけましょう。

市が実施する基本的な施策について定めています。
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調 査 研 究

《第13条》

施策の策定 。実施のために必要
な調査研究を行います。

‐■1誉晴及び相訟への対応
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公募による市民、学識経験者、事業者の代表者、市民団体の代表者で

組織され、基本計画の策定や変更について意見を述べたり、その他必要

な事項について調査審議します。

また、必要がある場合は、男女共同参画の推進に関する事項について、

市長に意見を述べることができます。

火災予防週間
～気をつけて !人の姑末～



テス沼津市男女共同参画推進条例の構成ヰぎ

● 男 女の個人としての人権が尊重され、性別による差則的取扱いを受けることなく、個性と能力を
発揮する機会が確保されること。

0 男 女が、性別による固定的な役害」分担を反映した慣行にとらわれることなく、社会のあらゆる分
野における活動を自由に選択できること。

0 男 女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における政策又は方針の立案及び決定
に参画する機会が確保されること。

0 男 女が、相車の協力及び社会の支援の下、子育てや家族の介護その他の家庭生活における活動と
職場、学校又は地域における活動その他の家庭生活以外における活動とを両立できること。

0 男 女が、互いの1生について理解を深め、妊娠、出産等に関し、互いの意忠や権利を尊重するとと
‐
もに、生涯にわたり身体的、精神的及び社会的に良好な状態で生活できること。  |     |

0 男 女共同‐参画社会の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることから、国際社
■会の動向を搭まえて行われること。
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○基本計画の策定 (第11条)
○調査研究 (第13条)

○情報提供及び広報活動 (第12条)
〇年次報告 (第14条)

男女共同参画推進施策に関

する苦惰や、性別による差

別的な取扱い等に関する相

談がありましたらお申し出

ください。

窓□ :男女共生推進室

9苦 情及び相談への対応 (第15条)

条例について詳しいことは、市のホームページ (http:〃www.city.numazu.shizuoka.チ p)を ご覧ください。
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